
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レーザ光源と、このレーザ光源の光路途中に設けられて前記レーザ光を反射してワーク上
に照射するガルバノミラーと、印字すべき文字・記号・図形等の印字パターン及びその印
字位置に関するデータを入力するためのデータ設定手段と、入力された印字パターン

データに基づき、それを印字するため
座標データを生成するデータ生成手段と、その座標データに基づいて前記

ガルバノミラーに信号を与えて前記レーザー光を前記ワーク上で走査することにより所望
の前記印字パターンを印字するガルバノミラー制御手段とを備えたレーザマーキング装置
において、
　前記データ生成手段は、
　 繰り返し印字する前記印字パターンに対応する印字パター
ンデータ及びその印字パターンの印字位置に対応する複数の印字位置データを記憶し、か
つ、各印字位置データと対応させて印字の許可・禁止のフラグを記憶する記憶手段を備え
、
　印字禁止のフラグに対応する印字位置には前記印字パターンの印字を行わない不印字状
態とするレーザマーキング装置。
【請求項２】
前記記憶手段は、繰り返し印字する前記印字パターンに対応する前記複数の印字位置デー
タを所定の基準座標及びそれに対する偏差によって把握して記憶し、
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　前記データ生成手段は、
　前記印字パターンの印字位置の補正量を入力するための補正値入力手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記印字位置データについて前記基準座標及び複数の前記偏
差を前記補正値入力手段により入力された値に従って補正可能な補正手段とを備えてなる
請求項１に記載のレーザマーキング装置。
【請求項３】
前記記憶手段が前記印字パターンの各印字位置データを記憶する際の所定の基準座標は、
印字領域中の任意位置に設定された座標原点であることを特徴とする請求項１または請求
項２に記載のレーザマーキング装置。
【請求項４】
前記記憶手段が前記印字パターンの各印字位置データを記憶する際の所定の基準座標は、
繰り返し印字される前記印字パターン群のうちの一つの印字パターンの印字位置の座標で
あることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のレーザマーキング装置。
【請求項５】
前記記憶手段は、前記印字の許可・禁止を、前記繰り返し印字する印字パターンの行単位
の印字位置データ及び列単位の印字位置データのうち少なくともいずれか一方に対応付け
て記憶できる構成である請求項１から請求項４のいずれかに記載のレーザマーキング装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光を２次元的に走査可能なガルバノミラーを備えたレーザマーキング
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にレーザマーキング装置は、一対のガルバノミラーをレーザ光の光路の途中に配し
て備え、マーキング情報を入力するコンソールと、入力されたマーキング情報を処理する
ＣＰＵとを備える。コンソールにて印字したい文字・記号・図形等の印字パターン及び印
字位置等のマーキング情報を入力すると、入力されたマーキング情報に基づきＣＰＵがマ
ーキング開始前に文字・記号・図形等を所定の線要素に分け、印字位置についての情報を
加味して各線要素をマーキングするための座標データを予め生成し、これをメモリに記憶
する。
　そして、マーキングを開始するには、ＣＰＵがメモリから順次取り出した座標データを
電圧信号にしてガルバノミラーに与え、これによりガルバノミラーが駆動されてレーザ光
がワーク上で走査され、もって、所望の印字パターンがワークの表面に印字される。
【０００３】
　ところで、この種のレーザマーキング装置にて文字・記号等をワークに印字する場合、
同じ文字・記号等を異なる位置に繰り返し印字したい場合がある。
　この場合、従来のレーザマーキング装置では、印字したい文字・記号等とその位置とが
入力されると、ＣＰＵが直ちに文字・記号・図形等を所定の線要素に分け、印字位置につ
いての情報を加味して各線要素をマーキングするための座標データを予め生成し、これを
メモリに記憶するようになっていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、同じ文字・記号等を異なる位置に繰り返し印字する場合に、必ずしも全て印
字位置に印字パターンを印字させることが必須ではないことがある。
【０００５】
　本発明は上記のような事情があっても、一部の印字位置に印字パターンを印字しないよ
うにすることができるレーザマーキング装置を提供するところにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明に係るレーザマーキング装置
は、レーザ光源と、このレーザ光源の光路途中に設けられて前記レーザ光を反射してワー
ク上に照射するガルバノミラーと、印字すべき文字・記号・図形等の印字パターン及びそ
の印字位置に関するデータを入力するためのデータ設定手段と、入力された印字パターン

データに基づき、それを印字するため
座標データを生成するデータ生成手段と、その座標データに基づいて

前記ガルバノミラーに信号を与えて前記レーザー光を前記ワーク上で走査することにより
所望の前記印字パターンを印字するガルバノミラー制御手段とを備えたレーザマーキング
装置において、前記データ生成手段は、 繰り返し印字する前
記印字パターンに対応する印字パターンデータ及びその印字パターンの印字位置に対応す
る複数の印字位置データを記憶し、かつ、各印字位置データと対応させて印字の許可・禁
止のフラグを記憶する記憶手段を備え、印字禁止のフラグに対応する印字位置には前記印
字パターンの印字を行わない不印字状態とする。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のレーザマーキング装置において、前記記憶手段は
、繰り返し印字する前記印字パターンに対応する前記複数の印字位置データを所定の基準
座標及びそれに対する偏差によって把握して記憶し、前記データ生成手段は、前記印字パ
ターンの印字位置の補正量を入力するための補正値入力手段と、前記記憶手段に記憶され
た前記印字位置データについて前記基準座標及び複数の前記偏差を前記補正値入力手段に
より入力された値に従って補正可能な補正手段とを備えてなる。
　なお、補正手段は、前記基準座標及び複数の偏差を補正可能としておくことが必要であ
るが、このレーザーマーキング装置を実際に使用する上で、基準座標及び全ての偏差を共
に補正する必要がない場合には、前記基準座標のみ又は前記偏差のみを補正すればよい。
また、偏差を補正する場合には、偏差の一部のみを補正してもよい。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載のレーザマーキング装置において、
前記記憶手段が前記印字パターンの各印字位置データを記憶する際の所定の基準座標は、
印字領域中の任意位置に設定された座標原点であることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１または請求項２に記載のレーザマーキング装置において、
前記記憶手段が前記印字パターンの各印字位置データを記憶する際の所定の基準座標は、
繰り返し印字される前記印字パターン群のうちの一つの印字パターンの印字位置の座標で
あることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項１から請求項４のいずれかに記載のレーザマーキング装置に
おいて、前記記憶手段は、前記印字の許可・禁止を、前記繰り返し印字する印字パターン
の行単位の印字位置データ及び列単位の印字位置データのうち少なくともいずれか一方に
対応付けて記憶できる構成である。
【発明の効果】
【００１１】
　＜請求項１の発明＞
　本構成によれば、記憶手段に記憶されるデータ中に各印字位置データと対応させて印字
の許可・禁止が記憶され、印字禁止のフラグが記憶されている場合にはそれに対応する印
字位置に印字を行わないようにして不印字状態とすることができる。
【００１２】
　＜請求項２～４の発明＞
　本構成によれば、同じ文字・記号等を繰り返し印字する場合には、まずデータ設定手段
から印字すべき文字・記号・図形等の印字パターン及びその印字位置に関するデータを入
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力する。すると、データ生成手段は、繰り返し印字する印字パターンに対応する印字パタ
ーンデータ及びその印字パターンの印字位置に対応する複数の印字位置データを所定の基
準座標及びそれに対する偏差によって把握して記憶する。従って、繰り返し印字する印字
パターンのグループ全体について印字位置を修正しようとする場合には、基準座標のデー
タを修正すればよい。また、各構成要素の文字・記号等の印字パターンの印字位置を部分
的に修正する場合には、偏差部分のデータを修正すればよく、結局、全体でも部分でも印
字位置調節を簡易に行うことができるようになる。
【００１３】
　＜請求項５の発明＞
　本構成によれば、繰り返し印字する印字パターンについて、行単位または列単位で不印
字状態にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　＜実施形態１＞
本発明の実施形態１を図１ないし図５によって説明する。
【００１５】
　本実施形態のレーザマーキング装置は、図１に全体が示されており、同図において、符
号２１０は、レーザ光源であって、ここから出射されたレーザ光はガルバノミラー２２０
によって向きが変更される。ガルバノミラー２２０は、一対のガルバノミラー２２０Ｖ，
２２０Ｗを備えており、一方のガルバノミラー２２０Ｗは、駆動手段２２０Ｙによって縦
方向に角度を変移させることができ、他方のガルバノミラー２２０Ｖは、駆動手段２２０
Ｘによって横方向に角度を変移させることができる。これら両ガルバノミラー２２０Ｖ，
２２０Ｗにより、レーザ光が２方向に向きを変えられ、そのレーザ光の照射点（以下、「
マーキングポイント」という）が、ワークＷ上を二次元的に移動する。
【００１６】
　本実施形態のレーザマーカ装置の電気的構成は、図２に示されており、レーザ光源２１
０及びガルバノミラー２２０を含むヘッド部２００と、コントローラ部１００とが、それ
ぞれのラインドライバ／レシーバ５０Ａ，５０Ｂを介して接続されている。
【００１７】
　コントローラ部１００のうち符号１１０は、本発明のデータ設定手段及び補正値入力手
段に相当する例えばコンソールであって、これによりマーキングする文字・図形・記号等
（以下「印字パターン」という）及び印字位置についてのデータを入力することができる
と共に、図示しないディスプレイを備えて入力したデータを画面上で確認することができ
る。
【００１８】
　符号１２０はデータ生成手段であって、補正手段としても機能する２個のＣＰＵ１２１
，１２２、フォントメモリ１２３及び書き込み・読み出し可能な記憶手段１２４を備え、
これは前記コンソール１１０から入力されたデータに基づいて、フォントメモリ１２３に
基づいて印字パターンを所定の線要素に分け、印字位置についての情報を加味して記憶手
段１２４に記憶しながら各線要素をマーキングするための座標データを生成する。
【００１９】
　符号１４０は座標データメモリであって、メモリ１４２にカウンタ１４１を連ねてなり
、メモリ１４２にデータ生成手段１２０で生成した複数の座標データが記憶される。
【００２０】
　符号１３０は、制御手段であって、前記座標データメモリ１４０に前記複数の座標デー
タを格納し、かつ、それら座標データを座標データメモリ１４０から順番に取り出してラ
インドライバ／レシーバ５０Ａに出力させる。また、制御手段１３０は、前記複数の座標
データが、始点および終点である端点の座標データであるか否かを認識し、前記複数の座
標データの出力、および、レーザ光源２１０の ON/OFFを制御する。
【００２１】
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　一方、ヘッド部２００のうち符号２３０は、Ｄ／Ａ変換手段であって、前記コントロー
ラ部１００の座標データメモリ１４０からラインドライバ／レシーバ５０Ａ，５０Ｂを介
して送られてきた複数の座標データを、それぞれに対応する電圧に変換する。
【００２２】
　符号２４０はガルバノミラー制御手段に相当するサーボ回路であって、Ｄ／Ａ変換手段
２３０からの電圧に基づいて、前記ガルバノミラー２２０の駆動手段２２０Ｘ，２２０Ｙ
（図１参照）を制御する。
【００２３】
　符号２５０は接近状態検出手段であって、コンパレータ２５３、ウィンドコンパレータ
２５４、角度センサ２５１及び微分回路２５２から構成されている。そして、Ｄ／Ａ変換
手段２３０からの各座標データに対応する電圧と、前記ガルバノミラー２２０の駆動量に
対応する電圧とに基づいて前記端点の座標データに対するマーキングポイントの接近状態
を検出し、サーボ回路２４０に信号を与える。
【００２４】
　さて、次に、このレーザマーキング装置により、図３に示すように例えば３個の文字「
Ａ」を所定位置に繰り返して印字する場合を例に挙げて本実施形態の動作を説明する。
【００２５】
　まず、コンソール１１０から印字したい文字「Ａ」の情報と、矩形の実線で囲って示し
た印字可能領域中のうちで印字したい３カ所の位置を示す印字位置データを３個分入力す
る。すると、データ生成手段１２０は図４に示すように、印字パターン「Ａ」を表すデー
タを例えばＪＩＳコード「２３４１」で把握すると共に、その座標位置データを「所定の
基準座標」及びそれに対する偏差によって把握して記憶手段１２４に記憶する。この実施
形態の場合、所定の基準座標としては印字可能領域の中央に位置する原点Ｏの座標（Ｘ０
，Ｙ０）を使用し、偏差はその原点座標からのＸ軸及びＹ軸上のそれぞれの偏差（ｘ１，
ｙ１），（ｘ２，ｙ２），（ｘ３，ｙ３）、すなわち原点Ｏを基準とした直交座標により
把握されて記憶手段１２４に記憶される。
【００２６】
　そして、これらの情報が入力されると、データ生成手段１２０が、文字「Ａ」に対応す
るフォントメモリ１２３の内容を読み出してこれを各線要素に分けると共に、それらの始
点・終点のＸＹ直交座標系上の座標データを印字位置を加味して生成して出力し、これを
座標データメモリ１４０に記憶する。なお、ここで「始点・終点のＸＹ直交座標系上の座
標データを印字位置を加味して生成する」とは、例えばフォントメモリ上の始点の位置が
（ｘａ，ｙｂ）であるときに、印字位置が（ｘ１，ｙ１）であるならば、始点の位置を（
ｘａ＋ｘ１， ＋ｙ１）とすることを言う。
【００２７】
　このとき、印字しようとする３個の文字「Ａ」の位置の全体を調整したいことがある。
この場合には、コンソール１１０からの所定の操作によって補正モードに切り換え、その
上で所望の補正値を入力する。例えばＸ軸方向にずらしたい場合には、図５に示す補正値
入力画面にてＸ方向の欄に所望の値ａを入力する。すると、基準座標（Ｘ０，Ｙ０）が（
Ｘ０－ａ，Ｙ０）に修正され、その結果、印字すべき３個の「Ａ」全体がＸ軸上でａ分だ
けずれることになる。また、３個の「Ａ」のうちの特定のものだけを調整したい場合には
、その座標位置データを同様に補正値入力画面で修正すればよい。
【００２８】
　次いで、レーザマーキング装置のマーキング開始のスイッチ（図示せず）がオンされる
と、制御手段１３０は、メモリ１４２から座標データを取り出して、それら座標データを
、所定周期で順次にＤ／Ａ変換手段２３０及びサーボ回路２４０を介して、電圧信号とし
てガルバノミラー２２０に与える。そして、この所定周期の間に、各座標データで特定し
た２位置間を、マーキングポイントが移動する速度でもって、ガルバノミラー２２０Ｖ，
２２０Ｗが駆動される。このとき、制御手段１３０からのオンオフ信号に基づき、レーザ
光源２１０をオンしてマーキングポイントを移動すると、所望の文字・記号・図形がマー
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キングされることになる。
【００２９】
　このように、本実施形態のレーザマーキング装置によれば、３個の文字「Ａ」のグルー
プ全体について印字位置を修正しようとする場合には、基準座標のデータを修正すればよ
く、各文字単位で印字位置を修正しようとする場合には、偏差部分のデータを修正すれば
よい。これにより、印字位置調節を全体でも部分でも簡易に行うことができるという効果
が得られる。
【００３０】
　また、記憶手段１２４に記憶されるデータ中に、例えば各印字位置データと対応させて
印字の許可・禁止を設定するフィールドを設けておき、このフィールドに印字禁止のフラ
グが設定されている場合にはその印字位置に印字を行わないようになっている。これによ
り、印字禁止のフラグが設定されたフィールドに対応する印字位置を不印字状態とするこ
とができる。なお、この印字の許可・禁止は、上述のように文字単位ではなく、行単位或
いは列単位で設定できるようにしてもよい。
【００３１】
　＜実施形態２＞
　図６，７は本発明の実施形態２を示す。前記実施形態１との相違は、前記データ生成手
段１２０における記憶手段１２４のデータの記憶方法にある。前記実施形態１では、各印
字位置データを記憶する際の「基準座標」を、座標原点（Ｘ０，Ｙ０）としたが、ここで
はその「基準座標」を、繰り返し印字される印字パターン「Ａ」群のうちの一つの印字パ
ターンの印字位置の座標、例えば第１番目に印字される印字位置の座標（ｘ１，ｙ１）と
したところが相違する。他の印字位置は、その第１番目の「Ａ」の印字位置に対する相対
座標によって把握される。従って、前記実施形態と同様に、グループ全体の印字位置を修
正する場合には基準座標位置データを修正し、個別の文字「Ａ」の印字位置を修正する場
合には各印字位置データを修正すればよい。
【００３２】
　＜実施形態３＞
　図８，９は本発明の実施形態３を示す。ここでは、同一の文字「Ａ」を例えば３列３行
にわたって計９個繰り返して印字する例を示している。印字位置は、所定の入力画面で、
行ピッチ、列ピッチ、行数及び列数をコンソール１１０から入力することで特定すること
ができる。この結果、図９に示すように、データ生成手段１２０は印字パターン「Ａ」を
表すデータを文字コード「２３４１」と共に、それを印字する座標位置データを基準座標
位置として例えば原点Ｏの座標（Ｘ０，Ｙ０）と、その基準座標位置からのＸ軸及びＹ軸
上のそれぞれの偏差（ｘ１，ｙ１）～（ｘ９，ｙ９）として算出し、これを記憶手段１２
４に記憶する。
【００３３】
　この実施形態でも、前記実施形態１と同様に、基準座標位置データを修正してグループ
全体の印字位置を修正することができる。また、各印字位置の修正は各座標位置データを
修正することで可能である。さらには、行単位で移動させるには行ピッチを再入力して再
計算させればよく、列単位で移動させるには、列ピッチを再入力して再計算させればよい
。
【００３４】
　なお、この実施形態では、原点Ｏを基準座標位置としたが、前記実施形態２と同様に、
繰り返し印字される印字パターン「Ａ」群のうちの一つの印字パターンの印字位置（例え
ば第１番目の印字位置）の座標を基準とした相対的座標によって各印字位置を特定するよ
うにしてもよい。
【００３５】
　＜他の実施形態＞
本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実施
形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で種
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々変更して実施することができる。
　（１）上記実施形態３では、文字Ａ（印字パターン）を縦横に交差する直線上に印字位
置が並ぶ例を示したが、これに限らず、例えば図１０に示すように斜めに延びる線を直交
させた交点上に各印字パターンの印字位置を配置してもよい。また、図１１に示すように
同心円上に印字位置を配置してもよく、図１２に示すように複数の並行曲線と複数の並行
直線との交点上に印字位置を配置してもよい。もちろん、図１３に示すように複数の並行
曲線と複数の斜めの直線線との交点上に印字位置を配置してもよく、図１４に示すように
複数の並行曲線相互の交点上に印字位置を配置してもよい。あるいは、図１５に示すよう
に、列方向に延びる複数本の直線上に不規則に印字位置を配置してもよく、図１６に示す
ように行方向に延びる複数本の直線上に不規則に印字位置を配置してもよい。
【００３６】
　（２）上記各実施形態では単一の文字「Ａ」を印字する例を示したが、これに限らず、
複数の文字からなる文字列、記号、記号列、図形或いはこれらの集合体を一つの印字パタ
ーンとして取り扱うようにしてもよい。
【００３７】
　（３）前記実施形態３では、同一の文字を指定した行数及び列数だけ展開して印字する
構成としたが、これらの文字等の印字パターンは必ずしも全て印字されることは必須では
なく、一部については不印字状態にできるようにしてもよい。そのためには、記憶手段に
記憶されるデータ中に、例えば各印字位置データと対応させて印字の許可・禁止を設定す
るフィールドを設けておき、このフィールドに印字禁止のフラグが入力されている場合に
はその印字位置に印字を行わないようにしてもよい。また、この印字の許可・禁止は、上
述のように文字単位ではなく、行単位或いは列単位で設定できるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態１に係るレーザマーキング装置の概略的斜視図
【図２】そのレーザマーキング装置のブロック図
【図３】文字の印字位置を示す図
【図４】データの記憶構造を示す図
【図５】補正値入力画面の一例を示す図
【図６】本発明の実施形態２に係る文字の印字位置を示す図
【図７】データの記憶構造を示す図
【図８】本発明の実施形態３に係る文字の印字位置を示す図
【図９】データの記憶構造を示す図
【図１０】文字の配置位置の変形例を示す図（その１）
【図１１】文字の配置位置の変形例を示す図（その２）
【図１２】文字の配置位置の変形例を示す図（その３）
【図１３】文字の配置位置の変形例を示す図（その４）
【図１４】文字の配置位置の変形例を示す図（その５）
【図１５】文字の配置位置の変形例を示す図（その６）
【図１６】文字の配置位置の変形例を示す図（その７）
【符号の説明】
【００３９】
　１１０…コンソール（データ設定手段、補正値入力手段）
　１２０…データ生成手段
　１２１…ＣＰＵ（補正手段）
　１２４…記憶手段
　２１０…レーザ光源
　２２０…ガルバノミラー
　２４０…サーボ回路（バルバノミラー制御手段）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

(10) JP 3984635 B2 2007.10.3



フロントページの続き

(72)発明者  山田　尚幸
            愛知県春日井市牛山町２４３１番地の１　サンクス株式会社内
(72)発明者  近藤　拓也
            愛知県春日井市牛山町２４３１番地の１　サンクス株式会社内

    審査官  松本　公一

(56)参考文献  特開平１０－０８５９６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２２６４７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０９００５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２３Ｋ　　２６／００－２６／４２　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　　２／４４　　　　

(11) JP 3984635 B2 2007.10.3


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

